
▮ 計画策定の目的 

現行計画は、平成 28(2016)年度から令和７(2025)年度までの 10 年間を計画期間として策定されましたが、生産緑地法

の改正やそれに伴う特定生産緑地制度の開始、都市農地貸借円滑化法等の施行をはじめ、近年の都市農業を取り巻く状況

は大きく変化しました。相続等により減少傾向の続く農地の保全や特定生産緑地の更新（令和 14(2032）年度）に向けた

対応、都市農地貸借円滑化法に係る取組や市民農園事業の方向性、援農ボランティアや農福連携をはじめとした新たな担

い手に関する取組、学校給食における市内産農産物使用率の向上や伝統野菜「東京うど」の栽培継続に関する取組をはじ

め、取り組むべき課題が山積しています。 

これらの状況を踏まえ、今後 10年、そしてさらなる未来にむけ本市農業を発展、継続させることを目的に、本計画を策

定します。 
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▮ 計画の趣旨と位置付け 

 本計画は、都市農業振興基本法に基づく地方計画に位置づけられるものであるとともに、農業経営基盤強化促進法に基

づく基本構想として策定するものです。そのため、都の東京農業振興プラン、東京都農業振興基本方針との連携を図って

います。あわせて、市の最上位計画である長期計画をはじめとした本市の関連計画との整合を図ることで、本市の農業発

展の基本目標や具体的な施策等を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

▮ 計画の期間 

 本計画の計画期間は、令和８(2026)年度から令和 17(2035)年度までの 10 年間とします。５年後を目途に、実施状況等

を踏まえ検証、見直しを実施します。 
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▮ 計画策定の手法と経緯 

 本計画は、武蔵野市農業振興基本計画策定委員会設置条例に基づいて設置された武蔵野市農業振興基本計画策定委員会

にて審議等を行っています。同委員会は、学識経験者や農業委員会委員、農業者、公募委員を含む 10名により構成され、

令和７(2025)年 11 月までに全５回にわたる議論が行われました。加えて、市民及び農業者に対するアンケート調査や農

業者との意見交換会を実施しています。パブリックコメント（意見公募手続）、農業委員会や東京むさし農業協同組合への

意見照会等を経て、計画案を市に答申する予定です。 
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第４期武蔵野市農業振興基本計画 
令和８（2026）年度～令和 17（2035）年度 

（案） 
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全文データはこちらへ 
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食料・農業・農村基本法 

農業経営基盤強化促進法 

食料・農業・農村基本計画 

都市農業振興基本法 
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東京農業振興プラン 

東京都農業振興基本方針 
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▮ 本市における農業の現状（抜粋） 

  ● 農地面積      25.11ha 

    ➡ 現行計画策定時（平成 27年） 

と比較して、約６ha（約 19％） 

が減少しています。 

● 生産緑地面積 23.25ha 

     ➡ 現行計画策定時（平成 27年） 

と比較して、約５ha（約 17％） 

が減少しています。 
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▮ 本市における農業の課題 

  ● 農地の保全／特定生産緑地の指定更新 

   相続の発生等に起因して、農業者は農地を手放さざるを得ない状況にあります。また、令和 14(2032)年には、 

令和４(2022)年に指定された特定生産緑地の買取申出が可能となるため、農地が減少する恐れがあります。 

  ● 担い手の確保  

  親子２代で営農する経営体もみられますが、後継者の不在は大きな課題です。 

● 学校給食における市内産農産物使用率の向上 

  生産者は武蔵野市給食・食育振興財団と定期的に意見交換を行い連携を図るとともに、増産に向けた研究を続 

けているものの、近年の猛暑や天候不順、児童数増により、使用率の大きな上昇には至っていません。 

● 地球温暖化に起因する気候変動等への対応 

酷暑や大雨等による影響は顕著であり、生産のみならず農業者の生命が危険にさらされているほか、鳥獣害の 

被害も年々深刻な状況となっています。 

    ● 物価及び資材の高騰と価格転嫁 

       物価高騰による影響は続き、農産物の販売価格に占める経費の割合は上昇しています。全国的な価格形成・価 

   格転嫁の問題と同様に、市内産農産物の価格転嫁は難しく、資材の高騰にあわせた販売価格を設定することがで 

   きない状況です。 

    

その他、 ● 市内農地の貸借 ● 農業に対する市民理解の促進・情報発信の充実 ● 市民農園事業の方向性 

● 認定農業者・都市型認定農業者制度のあり方 ● 伝統野菜の栽培継続 

                                                 等の課題があります。 
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▮ 計画の基本理念 
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▮ 計画の基本方針 

武蔵野市農業の将来像を実現するため、以下の基本方針を掲げ、それぞれの基本方針に沿って具体的な施策の 

 展開を図ります。 

・貴重な市内農地と農業を守る 

・市民が愛する農業の推進 

・持続発展的な農業経営の推進と新たな価値の創造 
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市民とともに価値を創造し、持続可能な農業を次の世代へ 
～人と人とをつなぎ、伝統をつなぐ武蔵野市農業～ 
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▮ 農業振興基本計画の実現に向けた施策の展開（抜粋） 

基本理念及び基本方針の実現に向け、課題に対してどのように取り組んでいくのかについて示します。 

 なお、ここでは様々な施策のうち、重点施策として取り組んでいくものについて紹介します。 

 

  ● 生産緑地（特定生産緑地）及び宅地化農地の保全と生産緑地地区指定の推進  

市内農業者に市内農地を守ることの重要性を訴え続け、特定生産緑地の更新を行ってもらえるよう積極的 

   な働きかけを行います。また、農業委員会による農地利用状況調査（農地パトロール）や相談受付等も引き 

   続き実施してまいります。 

 

  ● 都市農地貸借円滑化法を活用した貸借の推進  

市・農業委員会及びＪＡ東京むさしは、営農に課題を抱える農業者や増産を目指す生産者をはじめ、生産 

   緑地所有者の状況を的確に把握し、都市農地貸借円滑化法を活用した貸借により、課題の解決を図ります。 

 

● 担い手の確保及び担い手同士の連携推進  

新規就農のうち、特に親元就農者が多くを占める本市の実状を鑑み、国や東京都の動向を踏まえながら支 

   援のあり方を研究していきます。また、既存団体の支援を続けながら、担い手同士が技術を向上できるよう 

   な連携支援を検討します。さらに、援農ボランティア制度や農福連携についても継続して検討を行います。 

 

● 食農教育の推進／学校給食における活用の支援  

食農教育の重要性に鑑み、市及び武蔵野市給食・食育振興財団並びに生産者がさらなる連携を図り、品目 

や出荷量を拡充させ、安全・安心で新鮮かつ美味しい学校給食の推進に取り組みます。 

また、以下の数値目標を設定のうえ、これら数値目標のいずれかを達成できるよう、努めていきます。 

 

重量ベース（通年）：35％   重量ベース（端境期を除く）：50％   品目ベース：50％ 

 

● 市内農業の歴史及び文化の継承  

長年にわたって開催されている農産物品評会をはじめ、民俗資料として農具を展示・活用している武蔵野 

   ふるさと歴史館とも連携しながら、市内農業の歴史及び文化の継承に努めます。また、武蔵野市が発祥とさ 

れる「東京うど」の栽培を未来へ継承していくため、栽培継続を支援する取組を行います。 

 

● 高付加価値化の推進  

近年では CO+LAB MUSASHINO事業等による取組を通じて、市内産農産物の価値は一定程度高まり、注目を 

   集めつつあります。このような価値を有する市内産農産物についてＰＲも継続しつつ、市内産農産物の高付 

加価値化・ブランド化の推進について検討を行います。 

 

● 気候変動に対応した農業経営の支援／鳥獣害被害への対策  

   気象現象の異常が年々顕著になり、農産物の生産に大きな影響を与えています。従来のノウハウが通用せ 

ず、生産者は栽培方法や品目を調整して対応していますが、手間やコストが増加し、酷暑下での作業は農業 

者の生命や健康を脅かしています。市は、市内農業者の生命や健康を守り、気候変動の影響を最小限に抑え 

るため、支援のあり方を検討していきます。また、深刻化している鳥獣害への対策として、都の研究成果を 

活用しながら実態把握に努め、関係機関と連携して新たな効果的な対策を研究していきます。 
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▮ 農業振興基本計画の体系 

 

本計画に関する問合せ先 武蔵野市市民部産業振興課農政係 0422-60-1833 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 担当課 市民部産業振興課  

基本方針①

具体的な施策の展開

重点施策

重点施策

重点施策

基本方針②

具体的な施策の展開

重点施策

重点施策

基本方針③

具体的な施策の展開

重点施策

重点施策

基本理念

　                    　　　　市民とともに価値を創造し、持続可能な農業を次の世代へ

多様な販路の確保及び他産業との連携の推進

農業体験機会の提供／消費者との交流の推進

地産地消（市産市消）及び直売の推進／環境保全型農業の推進

情報発信の充実

・持続発展的な農業経営の推進と新たな価値の創造

高付加価値化の推進

生産性の向上及び省力化に対する支援

・貴重な市内農地と農業を守る

・市民が愛する農業の推進

食農教育の推進／学校給食における活用の支援

気候変動に対応した農業経営の支援／鳥獣害被害への対策

安定した農業経営確立の推進／認定農業者等の認定及び支援

市内農業の歴史及び文化の継承

生産緑地（特定生産緑地）及び宅地化農地の保全と生産緑地地区指定の推進

都市農地貸借円滑化法を活用した貸借の推進

担い手の確保及び担い手同士の連携推進

農地の多面的機能の発揮

～人と人とをつなぎ、伝統をつなぐ武蔵野市農業～


